
　

平
成
24
年
工
業
統
計
調
査（
12
月
31
日

現
在
）を
行
い
ま
す
。
12
月
か
ら
平
成
25
年

１
月
に
か
け
て
調
査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
。

　

内
容
は
、
統
計
法
に
基
づ
き
秘
密
が
厳

守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正
確
な
ご
記
入
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
総
務
課

☎
23
局
３
５
０
６　

23
局
０
１
８
０

　

給
水
工
事
は
、
田
原
市
指
定
給
水
装
置

工
事
店
へ
、
公
共
下
水
道
等
に
接
続
す
る

場
合
は
、
田
原
市
排
水
設
備
指
定
工
事
店

へ
必
ず
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▪
新
規
追
加

◦
株
式
会
社
平
本
管
工

☎（
０
５
３
２
）54
局
０
３
８
８

▼
水
道
課　

☎
23
局
３
５
３
２　

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

▪
下
水
道
接
続
に
ご
協
力
を
！

　

下
水
道
は
、
私
た
ち
の
家
庭
な
ど
か
ら

出
る
生
活
排
水
を
き
れ
い
に
し
て
川
や
海

に
戻
し
、
快
適
な
生
活
環
境
を
つ
く
る
と

と
も
に
、
海
や
川
を
汚
染
か
ら
守
る
た
め

の
施
設
で
す
。

　
下
水
道
を
使
え
る
区
域
で
ま
だ
接
続
を

し
て
い
な
い
方
は
、
接
続
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

▪
異
物
を
流
さ
な
い
で
！

　

下
水
道
施
設
へ
異
物
が
流
入
す
る
と
、

故
障
の
原
因
に
な
り
、
適
切
な
汚
水
処
理

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
水
洗
便
器
に
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー

以
外
の
も
の
を
流
さ
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

▼
下
水
道
課

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

　

原
則
と
し

て
、
決
算
の

と
き
に
減
価

償
却
資
産
と

し
て
計
上
し

た
も
の
は
、

す
べ
て
対
象

と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
構
築
物
で
あ
っ
て
も
家
屋

と
し
て
固
定
資
産
税
の
対
象
と
な
る
も
の

や
、
自
動
車
・
原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び

一
部
の
農
耕
用
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
の
自
動

車
税
、
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な
る

も
の
は
償
却
資
産
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
ま

す
。

　

所
有
し
て
い
る
償
却
資
産
に
変
更
が
な

く
て
も
、
取
得
価
額
の
合
計
が
免
税
点
以

下
で
あ
っ
て
も
、申
告
は
毎
年
必
要
で
す
。

　

該
当
す
る
資
産
が
あ
る
場
合
は
、
平
成

25
年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
状
況
を
１
月

31
日
（
木
）
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。
申
告
書
は
12
月
中
旬
ご
ろ
に
送
付
し

ま
す
。

▪
電
子
申
告
に
つ
い
て

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
地
方
税
の
手
続
き
が

で
き
る
「
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
」
を
利
用
し
て
、

償
却
資
産
の
申
告
が
可
能
で
す
。
詳
し
く
は

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.eltax.jp/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
１
０　

23
局
０
１
８
０

　

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
11
月
１
日
、
三
河
ミ
ク
ロ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

彦
坂
直
政
様
か
ら
市
立
小

中
学
校
・
保
育
園
の
花
い
っ
ぱ
い
運
動
の

推
進
お
よ
び
環
境
教
育
の
向
上
の
た
め
、

草
花
用
培
土
バ
ラ
33
㎥
、
袋
８
４
０
袋
。

区分 資産

❶構築物 温室 ･ 育苗用ハウス、ビニールハウスやアクリルハウスな
どの各種ハウス ･ アパートのフェンス ･ 駐車場の舗装 など

❷機械および装置
暖房機 ･ 温風機 ･ 消毒機 ･ 結束機 ･ 花選別機 ･ 花用冷
蔵庫 ･ 潅水設備・二重カーテンなどの農業用機械および
装置、旋盤・プレスなどの産業用機械および装置 など

❸船舶 ボート ･ 漁船 など

❹航空機 飛行機 ･ ヘリコプター など

❺車両および運搬具 フォークリフト ･ 構内運搬車 など

❻工具･器具および備品 エアコン ･ パソコン ･ 机 ･ いす ･ 陳列ケース など

■償却資産の対象となる資産（例）

　

法
人
や
個
人
で
工
場
や
事
務
所
、ア
パ

ー
ト
、農
業
な
ど
を
営
ん
で
い
る
方
が
所

有
し
て
い
る
事
業
用
の
有
形
固
定
資
産
の

う
ち
、土
地
、家
屋
、自
動
車（
軽
自
動
車
含

む
）以
外
の
も
の
は
、償
却
資
産
と
し
て
固

定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
、申
告
が

必
要
で
す
。

水
道
・
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の

新
規
追
加

製
造
事
業
所
の
皆
さ
ん
へ

「
工
業
統
計
調
査
」に
ご
協
力
を

償
却
資
産
の
申
告

下
水
道
を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
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